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お知らせ
区役所等からの

大阪市国民健康保険
令和7年度保健事業のお知らせ

悪質な住宅改修業者に
ご注意ください！
　「大阪市の委託を受けている」などと偽り、住宅改修
業者が突然訪問してくる事案が発生しています。
悪質な事例
◆無料で住宅改修できるからと介護保険の認定申請
　をすすめる
◆介護保険認定の有無や受診医療機関を聞き出して
　無断で認定申請を行い、住宅改修工事を強要する
介護保険の住宅改修の利用限度額は原則20万円です。
不要な改修工事をしてしまうと、将来本当に改修工事
が必要になったとき工事できなくなります。

　また、認定申請をした心当たりがないのに「介護保険
資格者証」が送付されたり、認定訪問調査の日程調整
の連絡があった場合は、大阪市認定事務センター
（☎06-4392-1700）または下記までご相談ください。

【業者等の訪問や電話があった場合は】
◆「介護保険の認定申請をする意思がない」と
　ハッキリと断る
◆安易に介護保険被保険者証を見せない、渡さない
◆個人情報を伝えない

予
約
制※

予
約
不
要

内容 料金 実施日・受付時間・受付場所 対象（大阪市民）

★印のものは、勤務先で同程度の検診を受診できる方は対象外となります。 ※定員に達し次第、受付終了します。

予約・問合（健診内容・場所などに関すること）保健福祉課（健康づくり）1階⑪番 ☎06-6915-9882
問合（特定健診・受診券に関すること）窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番  ☎06-6915-9956

区役所・小学校等で実施する
各種健診・検査のお知らせ
区役所・小学校等で実施する
各種健診・検査のお知らせ
区役所・小学校等で実施する
各種健診・検査のお知らせ

6月30日（月）　  
13時30分～14時50分
8月4日（月）　 
18時30分～19時50分
区役所2階 保健福祉センター前

４０歳以上の方
（昭和61年3月31日以前生まれの方）

４０歳以上の女性で隔年受診
（昨年度受診されていない方）

乳がん検診★
マンモグラフィ検査

1,500円

１８歳以上の方
（平成20年3月31日以前生まれの方）骨量検査 無料

大腸がん検診★
免疫便潜血検査 300円

6月30日（月）
9時30分～10時50分、13時30分～14時50分
区役所2階 保健福祉センター前

市民の方歯科健康相談 無料

１５歳以上の市民の方結核健診
（エックス線） 無料

5月29日（木）、6月20日（金）
各日10時～11時
区役所2階 保健福祉センター前

肺がん検診★
エックス線
（条件により喀痰検査を実施）

無料
（喀痰検査は
400円）

6月30日（月）
9時30分～10時50分
区役所2階 保健福祉センター前

6月30日（月）
13時30分～14時50分
区役所2階 保健福祉センター前

戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます
　令和7年4月1日（基準日）に「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

◎戦没者等の死亡当時のご遺族で
【1】令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
【2】戦没者等の子
【3】戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
　　※戦没者等死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより
　　　順位が入れ替わります
【4】上記【1】から【3】以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
　　※前回受給者以外の方が請求される場合は、ご相談ください

支給対象

額面27.5万円／
5年償還の記名国債

令和7年4月1日～
令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回
　特別弔慰金を受けることが
　できなくなります

支給内容

請求期間

大阪市国民健康保険（40歳以上）
または後期高齢者医療制度の
被保険者の方特定健診 無料

5月3日（土・祝）13時30分～15時
区役所3階 302会議室
5月29日（木）9時30分～11時
榎本福祉会館（今津中1-9-32）
5月31日（土）9時30分～11時
茨田東小学校（茨田大宮3-7-61）
6月30日（月）9時30分～11時
区役所4階 403・404会議室

▼詳しくはこちら

特定健診
　大阪市国保では、40歳以上の方を対象に「特定健
診」を無料で行っています。高血圧や糖
尿病などの生活習慣病を予防するため
の健康診査ですので、ぜひ受診してくだ
さい。対象の方には4月末頃に「受診券」
を緑色の封筒で郵送しています。

　18歳以上の方を対象にした新しい健診です。
　この健診では、特定健診に加えて胸部エッ
クス線や心電図、貧血、視力、聴力などの検査
項目を含んで1,800円で受診できます。
　詳しくは、「受診券（40歳以上の方）」に同封している「国
保けんしんガイド」や各区役所の窓口、大阪市のホーム
ページでご確認ください。

国保プラス健診

　ただし、今年度中に65、60、55、50、45、40歳に到達する
方は無料で受診できますので、この機会をご活用ください。
※40歳以上の方が国保人間ドックを受診する際には、特定健
診の「受診券」が必要です

国保人間ドック（対象：30歳以上の方）
健診料 ◆30～39歳の方　　14,000円

◆40～74歳の方      10,000円

〇特定健診受診券に関すること
　窓口サービス課（保険年金／保険）３階㉛番
　☎06-6915-9956
〇健診内容・健診場所に関すること
　保健福祉課（健康づくり）１階⑪番
　☎06-6915-9882
〇国保人間ドックなど保健事業に関すること
　福祉局生活福祉部 保険年金課（保健事業）
　☎06-6208-9876

問合

保健福祉課（高齢者支援）1階⑩番　
☎06-6915-9859

問合

申込時に
お聞きする事項 

国民健康保険料決定通知書の
主な内容を点字文書にして
同封します
　視覚障がいのある世帯主の方（希望者）に、国民健康
保険料決定通知書に記載の保険料年額や月額等の主
な内容を点字文書にして同封します。ご希望の方は、下
記まで電話でお申し込みください。

　一度お申し込みいただければ、毎年のお申し込みは
不要です。なお、転居等により世帯主の変更や居住区
の変更があった場合は、再度お申し込みいただく必要
があります。

窓口サービス課（保険年金／保険）３階㉛番
☎06-6915-9956

問合

カラス被害を受けないために
　カラスは春先に巣を作り、5月から6月頃にヒナを育
てます。この時期は親カラスがヒナを守るために、巣に
近づいた人に対して威嚇行動をとることがありますの
でご注意ください。 
●カラスや巣の辺りを注視しないように気をつけ、あ
わてずその場から離れましょう。 
●巣立ち直後のヒナは地面に落下してしまうことがあ
ります。親カラスに威嚇されることがありますので、
ヒナに近づかないようにしましょう。 

保健福祉課（生活衛生）１階⑪番
☎06-6915-9973

問合

市民協働課（市民協働）1階⑧番 ☎06-6915-9166請求・問合

(梅田) ☎06-6345-0874　（難波） ☎06-6211-0874問合
◆梅田、難波サービスカウンターでマイナンバーカードを申請すると郵送でカードを
　受け取れます。

行政オンライン
システムでの
予約はこちら▶

●住所　　●氏名　　●生年月日

New!


